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異議申立てに対する決定について（答申） 

平成１５年６月１８日付け千選管第７６号による下記の諮問について、次のとお

り答申します。 

記 

 平成１５年６月４日付けで異議申立人から提起された平成１５年６月３日付け

千選管第３２号の２で行った行政文書不開示決定に係る異議申立てに対する決定

について 

 



諮問第２５１号 

答  申 

 

第１ 審査会の結論 

   千葉県選挙管理委員会（以下「実施機関」という。）の決定は妥当である。 

 

第２ 異議申立人の主張要旨 

１ 異議申立ての趣旨 

   異議申立ての趣旨は、実施機関が平成１５年６月３日付け千選管第３２号の

２で行った行政文書「県社会福祉協議会の代表者が県知事であるのに兼業禁止

で失職しないことについてわかる書類」の不開示決定（以下「本件決定」とい

う。）の取消しを求めるというものである。 

２ 異議申立ての理由 

異議申立ての理由は次のとおりである。 

行政文書の保有は、取得と作成によるものである。このうちの作成分のみで

不開示決定したのは違法である。取得分についての保有している行政文書の有

無が確認されていないのは明らかに手続きにミスがある。 

第３ 実施機関の説明要旨 

実施機関の説明は次のとおりである。 

異議申立人は、「行政文書の保有は、取得と作成によるものである。このう

ちの作成分のみで不開示決定したのは違法である。取得分についての保有して

いる行政文書の有無が確認されていないのは明らかに手続きにミスがある。」

と主張している。 

しかしながら、当該処分は、取得分と作成分に分けて、作成分のみについて

不開示決定をしたわけではなく、それらを含んだ結果として、保有していない

との理由を示したものであり、当然ながら取得も作成もしていないものである。 

 

第４ 審査会の判断 

当審査会は、異議申立人の主張及び実施機関の説明をもとに審査した結果、

以下のように判断する。 

１ 請求に係る行政文書の不存在について 

実施機関は、請求に係る行政文書を存在しないとしているので、以下その妥

当性について判断する。 

異議申立人は、「県社会福祉協議会の代表者が県知事であるのに兼業禁止で

失職しないことについてわかる書類」についての開示を求めたものであるが、

当該請求は「県社会福祉協議会の代表者が県知事である」ということを前提と

しているものと認められる。 

そこで、社会福祉法人千葉県社会福祉協議会に確認したところ、当該協議会



発足当時から知事が代表者に就任していた事実はなく、開示請求時も就任して

いないとのことであった。 

従って、行政文書を保有していないとする実施機関の説明には不合理な点は

認められない。 

また、異議申立人は「行政文書の保有は取得と作成によるものであり、作成

分のみで不開示決定したのは違法であり、取得分についての保有している行政

文書の有無の確認がされていないのは明らかに手続きにミスがある」と主張す

るが、そもそも知事が当該協議会の代表者に就任していないのであるから、取

得する余地は考えられず、実施機関の行政文書を保有していないとする決定に

関して違法性はない。 

よって、本件請求に係る対象文書は存在しないと認められる。 

 ２ 結論 

以上のとおり、請求に係る行政文書の不存在を理由に不開示とした本件決定

は妥当であると判断する。 

 

第５ 審査会の処理経過 

当審査会の処理経過は、別紙のとおりである。 

 



別 紙 

 

審 査 会 の 処 理 経 過 

年 月 日 処 理 内 容 

１５． ６．１８ 諮問書の受理 

１５． ７．２２ 実施機関の理由説明書の受理 

１６． ６．２４ 審議 
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